
事業対象者の抽出・除外条件について

抽出条件

• 重複服薬：3か月間のうち、少なくても２か月以上にわたり、同一月に
同一薬効の医薬品が複数の医療機関から処方されている

• 多剤投与：3か月間のうち、少なくても２か月以上にわたり、同一月に
内服薬6種類以上、かつ10種類以上の医薬品が処方されている

• 併用禁忌： 同一月に2つ以上の医薬品が併用禁忌（配合禁忌）の組み
合わせとして処方されている

除
外
条
件

• 「悪性新生物（がん）」 及び「難病」の対象者

• １医療機関にて多剤投与に該当する対象者

• 10歳未満の対象者

• 直前の勧奨において通知書を送付した対象者

• 重複している医薬品の処方日数合計が８日以下

• 医薬品の種類が「注射薬」

• 医薬品の処方目的が「投薬」以外（手術・処置・麻酔・検査等）
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• 直近3か月間の医科（入院外）・調剤レセプトを分析し、以下条件にて対象者を抽出し、
医療機関・薬局への相談を促す通知書を送付しています

対
象
者

医
薬
品



効果測定結果・成果について

2※1: 効果測定時までに国保資格等を喪失している者がいるため、評価対象者は通知を送付した対象者より人数が減少しています
※併用禁忌の対象者は人数が少ないことから比較対象者を設定していません

• 令和4年度から令和6年度の3年間において合計9,291人に対して通知書を送付してい
ます。また同一条件にて比較対象者を2,200人抽出し、勧奨をしなかった場合の対象者
の服薬状況等の変化を考慮して効果測定※1を行っています。結果は以下の通りです

• 服薬状況の改善率は、全体では勧奨対象者が約64％の減少、比較対象者が約34％の
減少であり、実質的な効果として約30％の改善が確認できました

勧奨対象者 比較対象者

約60%減

（人） （人）

約７１%減

約９１%減

全体では
約64%減

全体では
約34%減

約33%減

約34%減



• 令和5年度及び令和6年度において、 「催眠鎮静剤・抗不安剤」、「精神神経用剤」等の向
精神薬多剤処方者向け※1に個別通知書を送付する対策を実施しています

• 結果として、直近3年間で向精神薬多剤処方者数はほぼ横ばいで推移しています。また
3年間連続で向精神薬多剤処方者の服薬状況にある者は少なくても76人存在し、新規
取組なしに服薬状況の改善が難しいと考えられる対象者が一定数存在する状況です
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効果測定結果・課題について

※実際に送付した通知書デザイン

※1: 対象者の抽出条件は、①「催眠鎮静剤・抗不安剤」が4種類以上、②精神神経用剤が3種類以上、あるいは①と②を合わせて4種類以上としています

（人）



令和7年度の事業対象者の抽出・除外条件について

抽出条件

• 重複服薬：3か月間のうち、少なくても２か月以上にわたり、同一月に
同一薬効の医薬品が複数の医療機関から処方されている

• 多剤投与：3か月間のうち、少なくても２か月以上にわたり、同一月に
内服薬6種類以上、かつ10種類以上の医薬品が処方されている

• 併用禁忌： 同一月に2つ以上の医薬品が併用禁忌（配合禁忌）の組み
合わせとして処方されている

除
外
条
件

• 「悪性新生物（がん）」 及び「難病」の対象者

• １医療機関にて多剤投与に該当する対象者

• 10歳未満の対象者

• 重複している医薬品の処方日数合計が８日以下

• 医薬品の種類が「注射薬」

• 医薬品の処方目的が「投薬」以外（手術・処置・麻酔・検査等）
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• 直近3か月間の医科（入院外）・調剤レセプトを分析し、以下条件にて対象者を抽出し、
医療機関・薬局への相談を促す通知書を送付しています

対
象
者

医
薬
品

※1: 直近6か月間の医科（入院外）・調剤レセプトを分析し、少なくても4か月間該当する等の継続性の高い対象者に限定する予定

令和7年度より追加

• 重複受診：同一月に同一傷病で3つ以上の医療機関を受診している

• 頻回受診：同一月に同一医療機関で15日以上受診している※1
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• 令和7年度以降の新規取組として、医療機関・薬局の皆様へ通知対象者の服薬情報の共
有をさせていただく予定です。具体的な内容としては以下の通りです

＜保険者＞

＜被保険者＞＜薬局＞

＜医療機関＞

通知書送付
（医薬品明細）服薬情報の

共有に同意

被保険者の服
薬情報の共有

連携

被保険者の服
薬情報の共有

＜新規取組のスキーム図＞

• 服薬情報が共有された通知対象者が来られた場合、市から送付された服薬情報（医薬品
明細）を参照しつつ、現状においても同様の服薬が継続していた場合、医療機関・薬局の
皆様には通知対象者への適切な服薬指導をお願いします

• 医療機関・薬局の皆様におかれましては、本取組において服薬情報（医薬品明細）を送付
された被保険者に限らず、マイナ保険証利用時に服薬情報を共有する被保険者の服薬
内容につきましても必要に応じて適切にご対応頂けますようお願い申し上げます

令和7年実施予定の新規取組について

 令和7年6月末に対象者に送付する「お薬相
談通知書」にアンケートを同封し、そのアン
ケートの中で医療機関・薬局への服薬情報の
共有に同意するかどうかを確認します（電話
でも同意の有無を再確認します）

 同意があった者については、令和7年10月に
対象者に「お薬相談通知書」を送付する際、医
療機関・薬局の皆様に対しても対象者の処方
医薬品内容がわかる通知書を送付します※1

医療機関・薬局の皆様へのお願い

※注：令和7年10月の通知書送付時にもアンケートを送付します。したがって令和8年度の第1回勧奨時にはアンケート2回分の同意者が存在し、結果としてより多くの対
象者について医療機関・薬局への服薬情報の共有がされる予定です



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

通知書及び
アンケート発送

電話指導

通知書及び
アンケート発送

服薬情報提供
文書発送

電話指導

第
1
回
通
知

第
2
回
通
知

取組内容

令和7年度

令和７年度の取組実施スケジュール(予定）
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通知書及び
アンケート送付

対象者抽出

７月初旬から８月中旬
電話によるフォロー

アンケートの
回収及び集計

通知書及び
アンケート送付

対象者抽出

11月初旬から12月中旬
電話によるフォロー

医療機関等への情報
提供文書送付



6月に対象者に送付予定の通知書①
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6月に対象者に送付予定の通知書②
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A B



6月に対象者に送付予定の個別通知書①
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C D



6月に対象者に送付予定の個別通知書②
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E



6月に対象者に送付予定の個別通知書
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6月に対象者に送付予定のアンケート
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各薬局に送付予定の事業説明文書

13※福岡市薬剤師会に加盟している薬局に配布予定です



6月に対象者に各薬局に送付予定の事業説明文書

14
※福岡市薬剤師会に加盟している薬局に配布予定です



6月に対象者に各薬局に送付予定のポスター・チラシ

15
※店内貼付用ポスター案 ※配布用ちらし案

※福岡市薬剤師会に加盟している薬局に配布予定です
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